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こうち食支援ネットの「食支援」活動とは 

こうち食支援ネットは、高知県内で食支援に取り組んでいる団体の活動を有機的に結び付け、連携を一

層深めて、将来に向けた持続可能な食支援の仕組みをつくり、取り組みを通じて、食支援の輪を拡大し、

地域福祉の確立や地域の活性化に貢献することを目指しています。 

活動の内容は、食材を集める、活用する、食支援にかかわる団体・個人の方々との連携の強化で、企業

や個人などから無償でご提供いただいた食材を、子ども食堂や食べることに困っている方々の支援者へ

とつないでいく活動です。 

 ２０２２年度 ２０２３年度 ２０２４年度(１２月末) 

食材寄附  18.7 トン    20.6 トン     11.3 トン 

ボランティア数  34 人    46 人      48 人 

 

背景 

現代は、余剰な食材が無駄になってしまう「食品ロス」と、十分に栄養価あるごはんを食べられない

「貧困問題」が、同時に発生しています。この二つの課題を解決する取り組みとして、フードバンクやフ

ードドライブ、子ども食堂などの食支援が行われています。 

 

認定 NPO 法人（認定特定非営利活動法人）とは 

NPO 法人（特定非営利活動法人）のうち、運営組織及び事業活動が適正で、公益の増進に資するもの

につき、一定の基準（寄附で多くの市民に支えられている等）に適合したものとして、所轄庁の認定を受

けたＮＰＯ法人をいいます。その数は、全 NPO 法人の約３％弱です。高知県では、2012 年(※１)に認定

NPO 法人第一号が誕生しました。認定 NPO 法人には、寄附等に関する税制優遇の制度が適用されます。

個人が寄附した場合、最大約５０パーセントの税額控除（直接税金から差し引かれる方式）が受けられま

す。また、法人からの寄付の際には損金（経費）算入枠の拡大などの優遇措置もあります。 

(※１) 2012 年当時は国税庁認定 

認定を取得した、NPO 法人こうち食支援ネットのこれから 

『認定 NPO 法人こうち食支援ネット』は、食材を提供していただける企業・団体・個人の拡大と、支

援先団体との連携強化を図り、食支援の充実と支援の輪の拡大を図っていきます。今後、フードパントリ

ーの設置等、県内食支援の拠点拡大も計画されています。直接活動に参加できない方も、寄付による支援

で、これらの活動を支えることができます。                  （次ページに続く） 

高知県に、新しい認定 NPO法人が誕生しました！ 

 ～２月１日より、NPO法人こうち食支援ネットが高知県に認定され、「認定 NPO法人」となりました。

これにより、高知県の認定 NPO法人は 9法人となりました。～ 



 

【特定非営利活動法人こうち食支援ネット】 高知県高知市本町４丁目１番３２号 こうち勤労センター内 

代表者氏名 折田 晃一    設立認証年月日 2021 年 07 月 13 日 

TEL:088-824-3583  FAX:088-875-4887 ホームページ https://kfsn.roufuku.com/ 

 

（参考１）高知県の認定 NPO 法人 ９法人 ／２０２５年３月現在 

 

特定非営利活動法人カンガルーの会  

特定非営利活動法人四国自然史科学研究センター  

特定非営利活動法人高知いのちの電話協会  

特定非営利活動法人こうち被害者支援センター   

特定非営利活動法人高知こどもの図書館 

特定非営利活動法人ＮＰＯ高知市民会議 

特定非営利活動法人ＢＲＩＤＧＥ 

特定非営利活動法人あしずりダディー牧場命の会 

特定非営利活動法人こうち食支援ネット 

 

（参考２）四国内の認定 NPO 法人の数  

徳島県 (12 法人) | 香川県 (10 法人) | 愛媛県 (9 法人) | 高知県 (9 法人) 

※（他県の法人数は内閣府 NPO ホームページの１月３１日現在の内訳一覧表によっています。） 

 

（参考 3）認定 NPO 法人の税制優遇制度 

１． 個人が認定 NPO 法人に寄附をした場合 → 確定申告をすると寄附金控除(所得控除)又は国税と地方

税あわせて、寄附金額の最大約 50 パーセントの税額控除がなされます。 

２． 法人が認定 NPO 法人に寄附をした場合 → 一般寄附金の損金算入限度額とは別枠の損金算入限度

額への損金枠が拡大します。 

３． 相続人が相続財産を認定 NPO 法人に寄附した場合 → 寄附分には相続税が非課税となります。 

４． 認定 NPO 法人自身の法人税の負担軽減 → 所得金額の５０%か又は２００万円どちらか大きい方ま

でを、内部でみなし寄附金とすることができます。 

 

以上 
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